
  
 

   

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
九
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 別

表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

行
政
書

士
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
行
政
書
士
試

験
の
施
行 

行
政
書
士
試
験

手
数
料 

一
〇
、
四
〇
〇
円 

行
政
書

士
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
行
政
書
士
試

験
の
施
行 

行
政
書
士
試
験

手
数
料 

七
、
〇
〇
〇
円 

高
圧
ガ

ス
保
安

法
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

高
圧
ガ

ス
保
安

法
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

令
第
十
八
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
高

圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任

者
試
験
の
実
施 

高
圧
ガ
ス
製
造

保
安
責
任
者
試

験
手
数
料 

一 

乙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

一
一
、

六
〇
〇
円
（
情

報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号

）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使

用
し
て
受
験
願

書
を
提
出
す
る

場
合
（
以
下
「

電
子
情
報
処
理

組
織
に
よ
り
受

験
願
書
を
提
出

す
る
場
合
」
と

い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
一
一
、

一
〇
〇
円
） 

令
第
十
八
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
高

圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任

者
試
験
の
実
施 

高
圧
ガ
ス
製
造

保
安
責
任
者
試

験
手
数
料 

一 
乙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

九
、

三
〇
〇
円
（
情

報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号

）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使

用
し
て
受
験
願

書
を
提
出
す
る

場
合
（
以
下
「

電
子
情
報
処
理

組
織
に
よ
り
受

験
願
書
を
提
出

す
る
場
合
」
と

い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
八
、

八
〇
〇
円
） 

 
 

 

二 

丙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

一
〇
、

三
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組 

 
 

 

二 

丙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

八
、

七
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組 



  
 

 
 

 

織
に
よ
り
受
験 

願
書
を
提
出
す 

る
場
合
に
あ
っ 

て
は
、
九
、
八 

〇
〇
円
） 

 
 

 

織
に
よ
り
受
験 

願
書
を
提
出
す 

る
場
合
に
あ
っ 

て
は
、
八
、
二 

〇
〇
円
） 

 
 

 

三 

乙
種
機
械
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

一
一
、

六
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
一
、

一
〇
〇
円
） 

 
 

 

三 

乙
種
機
械
責

任
者
免
状
に
係

る
試
験 

九
、

三
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
、
八

〇
〇
円
） 

 
 

 
四 

第
二
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
試
験 

 
 

一
一
、
六
〇

〇
円
（
電
子
情

報
処
理
組
織
に

よ
り
受
験
願
書

を
提
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

一
一
、
一
〇
〇

円
） 

 
 

 
 

四 

第
二
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
試
験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

九
、
三
〇
〇 

 

円
（
電
子
情
報 

処
理
組
織
に
よ 

り
受
験
願
書
を 

提
出
す
る
場
合 

に
あ
っ
て
は
、 

八
、
八
〇
〇
円 

） 

 
 

 

五 

第
三
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
試
験 

 
 

一
〇
、
三
〇

〇
円
（
電
子
情

報
処
理
組
織
に

よ
り
受
験
願
書

を
提
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

九
、
八
〇
〇
円

） 

 
 

 

五 

第
三
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
試
験 

 
 

八
、
七
〇
〇

円
（
電
子
情
報

処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を

提
出
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

八
、
二
〇
〇
円

） 

 

法
第
三
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
高
圧
ガ

ス
販
売
主
任
者
試
験
の

実
施 

高
圧
ガ
ス
販
売

主
任
者
試
験
手

数
料 

一 

第
一
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
試
験 

九
、

〇
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
、
五

〇
〇
円
） 

 

法
第
三
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
高
圧
ガ

ス
販
売
主
任
者
試
験
の

実
施 

高
圧
ガ
ス
販
売

主
任
者
試
験
手

数
料 

一 
第
一
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
試
験 
七
、

九
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
、
四

〇
〇
円
） 

 
 

二 

第
二
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
試
験 

七
、

二
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
六
、
七

〇
〇
円
） 

 
 

二 

第
二
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
試
験 

六
、

二
〇
〇
円
（
電

子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
、
七

〇
〇
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

宅
地
建

物
取
引

業
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

宅
地
建

物
取
引

業
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
宅
地
建
物

取
引
士
資
格
試
験
の
実

施 

宅
地
建
物
取
引

士
資
格
試
験
手

数
料 

八
、
二
〇
〇
円 

法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
宅
地
建
物

取
引
士
資
格
試
験
の
実

施 

宅
地
建
物
取
引

士
資
格
試
験
手

数
料 

七
、
〇
〇
〇
円 



  
 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

租
税
特

別
措
置

法
（
昭

和
三
十

二
年
法

律
第
二

十
六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
二
十
八
条
の
四
第

三
項
第
五
号
イ
、
第
六

十
三
条
第
三
項
第
五
号

イ
又
は
第
三
十
一
条
の

二
第
二
項
第
十
四
号
ハ

若
し
く
は
第
六
十
二
条

の
三
第
四
項
第
十
四
号

ハ
の
規
定
に
よ
る
宅
地

の
造
成
が
優
良
な
宅
地

の
供
給
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

租
税
特

別
措
置

法
（
昭

和
三
十

二
年
法

律
第
二

十
六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
二
十
八
条
の
四
第

三
項
第
五
号
イ
、
第
六

十
三
条
第
三
項
第
五
号

イ
若
し
く
は
第
六
十
八

条
の
六
十
九
第
三
項
第

五
号
イ
又
は
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項
第
十
四

号
ハ
若
し
く
は
第
六
十

二
条
の
三
第
四
項
第
十

四
号
ハ
の
規
定
に
よ
る

宅
地
の
造
成
が
優
良
な

宅
地
の
供
給
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
二
十
八
条
の
四
第

三
項
第
六
号
、
第
六
十

三
条
第
三
項
第
六
号
又

は
第
三
十
一
条
の
二
第

二
項
第
十
五
号
ニ
若
し

く
は
第
六
十
二
条
の
三

第
四
項
第
十
五
号
ニ
に

規
定
す
る
住
宅
の
新
築

が
優
良
な
住
宅
の
供
給

に
寄
与
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
二
十
八
条
の
四
第

三
項
第
六
号
、
第
六
十

三
条
第
三
項
第
六
号
若

し
く
は
第
六
十
八
条
の

六
十
九
第
三
項
第
六
号

又
は
第
三
十
一
条
の
二

第
二
項
第
十
五
号
ニ
若

し
く
は
第
六
十
二
条
の

三
第
四
項
第
十
五
号
ニ

に
規
定
す
る
住
宅
の
新

築
が
優
良
な
住
宅
の
供

給
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

認
定
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

液
化
石

油
ガ
ス

の
保
安

の
確
保

及
び
取

引
の
適

正
化
に

関
す
る

法
律
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

液
化
石

油
ガ
ス

の
保
安

の
確
保

及
び
取

引
の
適

正
化
に

関
す
る

法
律
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
液

化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業

者
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

液
化
石
油
ガ
ス

販
売
事
業
者
の

認
定
申
請
手
数

料 

（
略
） 

法
第
三
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
液

化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業

者
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

液
化
石
油
ガ
ス

販
売
事
業
者
の

認
定
申
請
手
数

料 

（
略
） 

三 

契
約
消
費
者

数
が
一
〇
、
〇

〇
〇
戸
以
上
の

場
合 

九
八
、

〇
〇
〇
円 

三 

契
約
消
費
者

数
が
一
〇
、
〇

〇
〇
戸
以
上
の

場
合 

一
一
〇
、

〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
貯

蔵
施
設
の
位
置
、
構
造

若
し
く
は
設
備
の
変
更

又
は
特
定
供
給
設
備
の

位
置
、
構
造
、
設
備
若

し
く
は
装
置
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

貯
蔵
施
設
又
は

特
定
供
給
設
備

の
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

一
五
、
〇
〇
〇
円
に
経

に
変
更
に
係
る
貯 

蔵
施
設
又
は
特
定 

供
給
設
備
の
数
を 

乗
じ
た
額 

 
 

法
第
三
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
貯

蔵
施
設
の
位
置
、
構
造

若
し
く
は
設
備
の
変
更

又
は
特
定
供
給
設
備
の

位
置
、
構
造
、
設
備
若

し
く
は
装
置
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

貯
蔵
施
設
又
は

特
定
供
給
設
備

の
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

に
変
更
に
係
る
貯 

蔵
施
設
又
は
特
定 

供
給
設
備
の
数
を 

乗
じ
た
額 

 
 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
液

化
石
油
ガ
ス
設
備
士
試

験
の
実
施 

液
化
石
油
ガ
ス

設
備
士
試
験
手

数
料 

二
三
、
二
〇
〇
円 

（
電
子
情
報
処
理 

組
織
に
よ
り
受
験 

願
書
を
提
出
す
る 

場
合
に
あ
っ
て
は
、 

二
二
、
七
〇
〇
円 

） 

法
第
三
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
液

化
石
油
ガ
ス
設
備
士
試

験
の
実
施 

液
化
石
油
ガ
ス

設
備
士
試
験
手

数
料 

二
一
、
四
〇
〇
円 

（
電
子
情
報
処
理 

組
織
に
よ
り
受
験 

願
書
を
提
出
す
る 

場
合
に
あ
っ
て
は
、 

二
〇
、
九
〇
〇
円 

） 

職
業
能

力
開
発

促
進
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

職
業
能

力
開
発

促
進
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
法

」
と
い 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
令
第
二
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
技
能
検

定
の
実
技
試
験
の
実
施 

技
能
検
定
の
実

技
試
験
手
数
料 

 

（
略
） 

法
第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
令
第
二
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
技
能
検

定
の
実
技
試
験
の
実
施 

技
能
検
定
の
実

技
試
験
手
数
料 

（
略
） 

二 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と 

二 

特
級
以
外
の

等
級
の
技
能
検

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
三

級
の
技
能
検
定

を
受
け
よ
う
と 



  
 

う
。
）  

 

す
る
者
に
あ
っ 

て
は
、
在
校
生 

（
学
校
教
育
法 

（
昭
和
二
十
二 

年
法
律
第
二
十 

六
号
）
に
よ
る 

大
学
、
短
期
大 

学
、
高
等
専
門 

学
校
、
高
等
学 

校
、
中
等
教
育 

学
校
の
後
期
課 

程
、
特
別
支
援 

学
校
の
高
等
部
、 

専
修
学
校
若
し 

く
は
各
種
学
校 

に
在
校
す
る
者 

又
は
法
に
よ
る 

公
共
職
業
能
力 

開
発
施
設
、
職 

業
能
力
開
発
総 

合
大
学
校
若
し 

く
は
認
定
職
業 

訓
練
施
設
の
訓 

練
生
（
就
職
し 

て
い
る
者
、
短 

期
課
程
の
普
通 

職
業
訓
練
を
受 

け
て
い
る
者
及 

び
専
門
短
期
課 

程
又
は
応
用
短 

期
課
程
の
高
度 

職
業
訓
練
を
受 

け
て
い
る
者
を 

除
く
。
）
そ
の 

他
こ
れ
ら
に
準 

ず
る
も
の
と
し 

て
知
事
が
認
め 

る
者
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
） 

を
除
く
。
三
及 

び
四
に
お
い
て 

同
じ
。
）
が
、 

機
械
検
査
又
は 

婦
人
子
供
服
製 

造
の
い
ず
れ
か 

の
職
種
の
技
能 

検
定
を
受
け
る 

場
合 

一
五
、 

一
〇
〇
円
（
実 

技
試
験
を
実
施 

す
る
日
が
属
す 

る
年
度
の
四
月 

一
日
に
お
い
て 

二
十
五
歳
に
達 

し
て
い
な
い
者 

で
あ
っ
て
、
実 

技
試
験
受
検
申 

請
日
に
お
い
て 

雇
用
保
険
法
（ 

昭
和
四
十
九
年 

法
律
第
百
十
六 

号
）
第
四
条
第 

一
項
に
規
定
す 

る
被
保
険
者
で 

あ
り
、
か
つ
、 

出
入
国
管
理
及 

び
難
民
認
定
法 

う
。
） 

 

 

す
る
者
に
あ
っ 

て
は
、
在
校
生 

（
学
校
教
育
法 

（
昭
和
二
十
二 

年
法
律
第
二
十 

六
号
）
に
よ
る 

大
学
、
短
期
大 

学
、
高
等
専
門 

学
校
、
高
等
学 

校
、
中
等
教
育 

学
校
の
後
期
課 

程
、
特
別
支
援 

学
校
の
高
等
部
、 

専
修
学
校
若
し 

く
は
各
種
学
校 

に
在
校
す
る
者 

又
は
法
に
よ
る 

公
共
職
業
能
力 

開
発
施
設
、
職 

業
能
力
開
発
総 

合
大
学
校
若
し 

く
は
認
定
職
業 

訓
練
施
設
の
訓 

練
生
（
就
職
し 

て
い
る
者
、
短 

期
課
程
の
普
通 

職
業
訓
練
を
受 

け
て
い
る
者
及 

び
専
門
短
期
課 

程
又
は
応
用
短 

期
課
程
の
高
度 

職
業
訓
練
を
受 

け
て
い
る
者
を 

除
く
。
）
そ
の 

他
こ
れ
ら
に
準 

ず
る
も
の
と
し 

て
知
事
が
認
め 

る
者
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
） 

を
除
く
。
三
及 

び
四
に
お
い
て 

同
じ
。
）
が
、 

機
械
検
査
又
は 

婦
人
子
供
服
製 

造
の
い
ず
れ
か 

の
職
種
の
技
能 

検
定
を
受
け
る 

場
合 

一
五
、 

一
〇
〇
円
（
実 

技
試
験
を
実
施 

す
る
日
が
属
す 

る
年
度
の
四
月 

一
日
に
お
い
て 

三
十
五
歳
に
達 

し
て
い
な
い
者 

で
あ
っ
て
、
出 

入
国
管
理
及
び 

難
民
認
定
法
（ 

昭
和
二
十
六
年 

政
令
第
三
百
十 

九
号
）
別
表
第 

一
の
上
欄
の
在 

留
資
格
を
も
っ 

て
在
留
す
る
者 

で
な
い
も
の
（ 

以
下
「
三
十
五 

歳
未
満
の
在
留 



  
 

 
 

 

（
昭
和
二
十
六 

年
政
令
第
三
百 

十
九
号
）
別
表 

第
一
の
上
欄
の 

在
留
資
格
を
も 

っ
て
在
留
す
る 

者
で
な
い
も
の 

（
以
下
「
二
十 

五
歳
未
満
の
雇 

用
保
険
被
保
険 

者
で
あ
り
在
留 

資
格
者
で
な
い 

も
の
」
と
い
う
。 

）
が
二
級
又
は 

三
級
の
技
能
検 

定
を
受
け
よ
う 

と
す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
六
、 

一
〇
〇
円
） 

 
 

 

資
格
者
以
外
の 

者
」
と
い
う
。 

）
が
二
級
又
は 

三
級
の
技
能
検 

定
を
受
け
よ
う 

と
す
る
場
合
に 

あ
っ
て
は
六
、 

一
〇
〇
円
） 

 
 

 

三 

特
級
以
外
の 

 
 
 
 
 
 

 

等
級
の
技
能
検 

 
 

定
を
受
け
よ
う 

 

と
す
る
者
が
、 

 

和
裁
、
テ
ク
ニ 

 

カ
ル
イ
ラ
ス
ト 

 

レ
ー
シ
ョ
ン
、 

 

機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図
又
は
電

気
製
図
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の 

技
能
検
定
を
受 

 

け
る
場
合 

一 
 

三
、
三
〇
〇
円 

（
二
十
五
歳
未 

満
の
雇
用
保
険 

被
保
険
者
で
あ 

り
在
留
資
格
者 

で
な
い
も
の
が 

二
級
又
は
三
級 

の
技
能
検
定
を 

受
け
よ
う
と
す 

る
場
合
に
あ
っ 

て
は
四
、
三
〇 

〇
円
） 

 
 

 

三 

特
級
以
外
の 

 
 
 
 
 
 

 

等
級
の
技
能
検 

 
 

定
を
受
け
よ
う 

 

と
す
る
者
が
、 

 

和
裁
、
テ
ク
ニ 

 

カ
ル
イ
ラ
ス
ト 

 

レ
ー
シ
ョ
ン
、 

 

機
械
・
プ
ラ
ン 

 

ト
製
図
又
は
電

気
製
図
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の 

技
能
検
定
を
受 

 

け
る
場
合 

一 
 

三
、
三
〇
〇
円 

 

（
三
十
五
歳
未 

 

満
の
在
留
資
格 

 

者
以
外
の
者
が 

 
二
級
又
は
三
級 

 
の
技
能
検
定
を 

 

受
け
よ
う
と
す 

 

る
場
合
に
あ
っ 

 

て
は
四
、
三
〇 

 

〇
円
） 

四 

特
級
以
外
の 

 
 

 

等
級
の
技
能
検 
 

 

定
を
受
け
よ
う 

 

と
す
る
者
が
二 

又
は
三
に
掲
げ 

る
職
種
以
外
の 

職
種
の
技
能
検 

定
を
受
け
る
場 

合 

一
八
、
二 

〇
〇
円
（
二
十 

五
歳
未
満
の
雇 

用
保
険
被
保
険 

者
で
あ
り
在
留 

資
格
者
で
な
い 

も
の
が
二
級
又 

は
三
級
の
技
能 

検
定
を
受
け
よ 

う
と
す
る
場
合 

に
あ
っ
て
は
九
、 

二
〇
〇
円
） 

四 

特
級
以
外
の 

 
 

 

等
級
の
技
能
検 

 

定
を
受
け
よ
う 

 

と
す
る
者
が
二 

 

又
は
三
に
掲
げ 

 

る
職
種
以
外
の 

 

職
種
の
技
能
検 

 

定
を
受
け
る
場 

 
 

合 

一
八
、
二 

 

〇
〇
円
（
三
十 

 

五
歳
未
満
の
在 

 

留
資
格
者
以
外 

 

の
者
が
二
級
又 

 

は
三
級
の
技
能 

 

検
定
を
受
け
よ 

 

う
と
す
る
場
合 

に
あ
っ
て
は
九
、 

二
〇
〇
円
） 

 
 

五 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ 

 
 

五 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ 



  
 

 

 

う
と
す
る
在
校 

生
が
二
に
掲
げ 

る
職
種
の
い
ず 

れ
か
の
職
種
の 

技
能
検
定
を
受 

け
る
場
合 

一 

〇
、
一
〇
〇
円 

（
二
十
五
歳
未 

満
の
雇
用
保
険 

被
保
険
者
で
あ 

り
在
留
資
格
者 

で
な
い
も
の
に 

あ
っ
て
は
二
、 

九
〇
〇
円
） 

 

 

う
と
す
る
在
校 

生
が
二
に
掲
げ 

る
職
種
の
い
ず 

れ
か
の
職
種
の 

技
能
検
定
を
受 

け
る
場
合 

一 

〇
、
一
〇
〇
円 

（
三
十
五
歳
未 

満
の
在
留
資
格 

者
以
外
の
者
に 

あ
っ
て
は
二
、 

九
〇
〇
円
） 

 

 
六 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
三
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

八
、

九
〇
〇
円
（
二

十
五
歳
未
満
の

雇
用
保
険
被
保

険
者
で
あ
り
在

留
資
格
者
で
な

い
も
の
に
あ
っ

て
は
二
、
九
〇

〇
円
） 

 

 

六 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
三
に
掲
げ

る
職
種
の
い
ず

れ
か
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

八
、

九
〇
〇
円
（
三

十
五
歳
未
満
の

在
留
資
格
者
以

外
の
者
に
あ
っ

て
は
二
、
九
〇

〇
円
） 

 

 

 

七 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
又
は
三

に
掲
げ
る
職
種

以
外
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

二
、
一
〇
〇
円

（
二
十
五
歳
未

満
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
で
あ

り
在
留
資
格
者

で
な
い
も
の
に

あ
っ
て
は
三
、

一
〇
〇
円
） 

 
 

 

七 

三
級
の
技
能

検
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
在
校

生
が
二
又
は
三

に
掲
げ
る
職
種

以
外
の
職
種
の

技
能
検
定
を
受

け
る
場
合 

一

二
、
一
〇
〇
円

（
三
十
五
歳
未

満
の
在
留
資
格

者
以
外
の
者
に

あ
っ
て
は
三
、

一
〇
〇
円
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

社
会
福

祉
士
及

び
介
護

福
祉
士

法
（
昭

和
六
十

二
年
法

律
第
三

十
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
附
則
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
認
定

特
定
行
為
業
務
従
事
者

の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

社
会
福

祉
士
及

び
介
護

福
祉
士

法
（
昭

和
六
十

二
年
法

律
第
三

十
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
附
則
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
特

定
行
為
業
務
従
事
者
の

認
定
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
研
修
機

関
の
登
録
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
登
録
研

修
機
関
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
準
用

す
る
法
附
則
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
登
録
研

修
機
関
の
登
録
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
登
録
研

修
機
関
の
登
録
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
二
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
特
定
行
為
事
業
者
の 

（
略
） 

（
略
） 

法
附
則
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
登
録

特
定
行
為
事
業
者
の
登 

（
略
） 

（
略
） 



  
 

 

登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

 
 

 

録
の
申
請
に
対
す
る
審

査 
 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

介
護
保

険
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

介
護
保

険
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
実
務
研

修 

介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
手

数
料 

 

五
八
、
〇
〇
〇
円 

法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
実
務
研

修 

介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
手

数
料 

 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
六
十
九
条
の
八
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
の
更
新

研
修 

介
護
支
援
専
門

員
更
新
研
修
手

数
料 

一 

厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
介

護
支
援
専
門
員

等
に
係
る
研
修

の
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
二

百
十
八
号
。
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
研
修
基

準
」
と
い
う
。

）
の
二
の
表
に

定
め
る
課
程
を

受
講
す
る
場
合 

三
六
、
〇
〇 

〇
円 

法
第
六
十
九
条
の
八
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
の
更
新

研
修 

介
護
支
援
専
門

員
更
新
研
修
手

数
料 

一 

厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
介

護
支
援
専
門
員

等
に
係
る
研
修

の
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
二

百
十
八
号
。
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
研
修
基

準
」
と
い
う
。

）
の
二
の
表
に

定
め
る
課
程
を

受
講
す
る
場
合 

三
九
、
〇
〇 

〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

所
有
者

不
明
土

地
の
利

用
の
円

滑
化
等

に
関
す

る
特
別

措
置
法

（
平
成

三
十
年

法
律
第

四
十
九

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

所
有
者

不
明
土

地
の
利 

用
の
円

滑
化
等

に
関
す

る
特
別

措
置
法

（
平
成

三
十
年

法
律
第

四
十
九

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

畜
舎
等

の
建
築

等
及
び

利
用
の

特
例
に

関
す
る

法
律
（

令
和
三

年
法
律

第
三
十

四
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
畜
舎
建
築
利

用
計
画
の
認
定 

畜
舎
建
築
利
用

計
画
の
認
定
申

請
手
数
料 

畜
舎
等
の
床
面
積

の
一
か
ら
三
ま
で

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
区
分
に

定
め
る
額 

一 

畜
舎
等
の
床

面
積
が
三
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一

〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

一

九
〇
、
〇
〇
〇

円 

二 

畜
舎
等
の
床

面
積
が
一
〇
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

五
〇
、
〇
〇
〇  

 
 

 



  
 

 
 

 

平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

三
一
〇
、
〇
〇 

〇
円 

三 

畜
舎
等
の
床

面
積
が
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の 

六
〇

〇
、
〇
〇
〇
円  

 
 

 

（
広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 別

表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

占 

用 

物 

件 

占 
 
 
 

用 
 
 
 

料 

占 

用 
物 
件 

 

占 
 
 
 
 

用 
 
 
 
 

料 

単
位 

所 
 
 
 

在 
 
 
 

地 

単
位 

所 
 
 
 

在 
 
 
 

地 

第
一

級
地 

第
二

級
地 

第
三

級
地 

第
四

級
地 

第
五

級
地 

第
一

級
地 

第
二

級
地 

第
三

級
地 

第
四

級
地 

第
五

級
地 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る

物
件 

（
略
） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る

物
件 

（
略
） 

（
略

） 

（
略

） 
（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

三
号

に
掲

げ
る

施
設 

自動運行補助施設 

法
第
二

条
第
二

項
第
五

号
に
規

定
す
る

自
動
運

行
装
置

に
よ
る

検
知
の

対
象
と

し
て
設

置
す
る

導
線
そ

の
他
の 

線
類 

地
下

に
設

け
る 

も
の 

長
さ

一
メ

ー
ト 

ル
に

つ
き

一
年 

 
 
 

九 

四 

三 

二 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
の

も
の 

三
一 

一
三 

九 

八 

七 
 

 
 

 
 

 

道
路
の
構
造 

又
は
交
通
の 

状
況
を
表
示 

す
る
標
示
柱 

そ
の
他
の
柱 

類 

一
本

に
つ

き
一 

年 

二
、

四
〇 〇 

一
、

〇
〇 〇 

七
三 〇 

六
一 〇 

五
四 〇 

 

 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他

の
も
の 

上
空

に
設

け
る

も
の 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

一
、

五
〇 〇 

六
五 〇 

四
六 〇 

三
八 〇 

三
四 〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
下

に
設

け
る

も
の 

九
二 〇 

三
九 〇 

二
七 〇 

二
三 〇 

二
〇 〇 

 
 

 
 

 
 



  
 

 

そ
の
他
の
も
の 

 

三
、

一
〇〇 

一
、

三
〇〇 

九
一〇 

七
六〇 

六
八〇  

 
 

 
 

 
 

法
第
三
十
二
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
施
設 

 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

法
第
三
十
二
条
第
一
項

第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
施
設 

 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

令
第

七
条

第
十

三
号

に
掲

げ
る

施
設 

 

（
略
） 

 

（
略

） 

 

（
略
） 

 

令
令
第

七
条

第
十

三
号

に
掲

げ
る

施
設 

（
略
） 

（
略

） 

（
略
） 

令
第
七
条
第
十
四
号
に 

掲
げ
る
施
設 

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た

額 
 

 

備
考 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

附 

則 
 

１
―
８ 

（
略
） 

９ 

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
福
山
港
に
係
る
地
区
で
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の
の
岸
壁
、
荷
役
機
械
、
荷
さ
ば

き
地
及
び
上
屋
の
通
常
使
用
に
よ
る
場
合
の
係
船
料

及
び
使
用
料
の
金
額
は
、
別
表
第
二
国
際
拠
点
港
湾

及
び
重
要
港
湾
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

表
に
規
定
す
る
金
額
と
す
る
。 

（
略
） 

 

（
略
） 

附 

則 
 

１
―
８ 

（
略
） 

９ 

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
福
山
港
に
係
る
地
区
で
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の
の
岸
壁
、
荷
役
機
械
、
荷
さ
ば

き
地
及
び
上
屋
の
通
常
使
用
に
よ
る
場
合
の
係
船
料

及
び
使
用
料
の
金
額
は
、
別
表
第
二
国
際
拠
点
港
湾

及
び
重
要
港
湾
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

表
に
規
定
す
る
金
額
と
す
る
。 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

第
四
条 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

（
略
） 

地
方
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

旅
客

施
設 

待
合
所 

使
用
料 

厳
島
港
宮

島
口
旅
客

タ
ー
ミ
ナ 

 
 
 

 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

（
略
） 

地
方
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

旅
客

施
設 

待
合
所 

使
用
料 

  

、 
 

 

 



  
 

 
 

 

ル 
 

事
務
室
、 

 

売
店
、 

自
動
販 

売
機
そ 

の
他
こ 

れ
ら
に 

類
す
る 

も
の 

 
 

一
平

方
メ

ー
ト

ル
一

月
ま

で
ご

と
に 

会
議
室 

 
 

一
時 

 

間
ま 

で
ご 

と
に 

共
用
ス 

ペ
ー
ス 

そ
の
他 

こ
れ
に 

類
す
る 

も
の
（ 

一
時
的 

催
し
も 

の
の
た 

め
に
使 

用
す
る 

場
合
に 

限
る
。 

） 

一
平 

方
メ 

ー
ト 

ル
一 

日
ま 

で
ご 

と
に 

そ
の
他
の

待
合
所 

 

事
務
室
、 

売
店
、

自
動
販

売
機
そ

の
他
こ

れ
ら
に

類
す
る

も
の 一

平 

方
メ 

ー
ト 

ル
一 

月
ま 

で
ご 

と
に      

    三
、
一

三
〇
円

の
範
囲

内
で
知 

事
が
定

め
る
額 

  七
五
〇 

 
 

円 
 
 

 
             一

一
〇 

 
 

円 
               

三
、
一

三
〇
円

の
範
囲

内
で
知 

事
が
定

め
る
額 

 

                          
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
  

事
務
室
、 

 

売
店
、 

自
動
販 

売
機
そ 

の
他
こ 

れ
ら
に 

類
す
る 

も
の 

 
 

一
平

方
メ

ー
ト

ル
一

月
ま

で
ご

と
に 

 

     

    三
、
一

三
〇
円

の
範
囲

内
で
知 

事
が
定

め
る
額 

                                        
    

             
 

           
  

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

（
広
島
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 



  
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

（
広
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
工
業
用
水
道
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
料
金
の
納
付
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料 
 

率 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

基
本
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

二
六
・
三
円 

使
用
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

六
・
四
円 

特
定
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

四
四
・
一
円 

超
過
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

六
五
・
四
円 

備
考 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料 
 

率 
 

 

（
料
金
の
納
付
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料 
 

率 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

 

基
本
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

二
三
・
七
円 

使
用
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

五
・
八
円 

特
定
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

三
九
・
八
円 

超
過
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

五
九
円 

備
考 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料 
 

率 
 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 
 

別
表
第
一
（
第
十
七
条
関
係
） 

み
よ
し
公
園 

一 

（
略
） 

二 

野
外
ス
テ
ー
ジ
及
び
文
化
の
広
場
の
利
用
料
金 

区 

分 

単 
 
 

位 
利
用
料
金
の
範
囲 

入
場
料

有
料
の

場
合 

一
時
間
に
つ
き 

二
一
、
三
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

入
場
料

無
料
の

場
合 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
〇
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
―
六 

（
略
） 

備
考 

 

一 

「
半
日
」
と
は
、
継
続
し
て
三
時
間
を
超
え 

 

五
時
間
以
内
使
用
す
る
場
合
を
い
い
、
「
一
日 

 

」
と
は
、
継
続
し
て
五
時
間
を
超
え
八
時
間
以 

 

内
使
用
す
る
場
合
を
い
う
。
た
だ
し
、
野
外
ス 

 

テ
ー
ジ
及
び
文
化
の
広
場
は
、
五
時
間
を
超
え 

 

て
使
用
す
る
場
合
を
一
日
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
―
六 

（
略
） 

 

 
 

別
表
第
一
（
第
十
七
条
関
係
） 

み
よ
し
公
園 

一 

（
略
） 

二 

野
外
ス
テ
ー
ジ
及
び
文
化
の
広
場
の
利
用
料
金 

区 

分 

単 
 
 

位 

利
用
料
金
の
範
囲 

入
場
料

有
料
の

場
合 

 
 

半
日
に
つ
き 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

入
場
料

無
料
の

場
合 

 
 

半
日
に
つ
き 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
―
六 

（
略
） 

備
考 一 

「
半
日
」
と
は
、
継
続
し
て
三
時
間
を
超
え 

 
五
時
間
以
内
使
用
す
る
場
合
を
い
い
、
「
一
日 

」
と
は
、
継
続
し
て
五
時
間
を
超
え
八
時
間
以 

内
使
用
す
る
場
合
を
い
う
。
た
だ
し
、
野
外
ス 

テ
ー
ジ
及
び
文
化
の
広
場
は
、
四
時
間
以
内
を 

「
半
日
」
と
し
、
四
時
間
を
超
え
て
使
用
す
る 

場
合
を
一
日
と
す
る
。 

二
―
六 

（
略
） 



  
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

基
本
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

三
〇
・
七
円 

特
定
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

四
四
・
一
円 

超
過
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

六
一
・
四
円 

備
考 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料 
 

率 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

基
本
使
用

料
金 

一
日
当
た
り 

六
、

七
六
〇
円 

使
用
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

九
円 

備
考 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

基
本
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

二
七
・
七
円 

特
定
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

三
九
・
八
円 

超
過
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

五
五
・
四
円 

備
考 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

施
設
の
区
分 

種 

別 

料  

率 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

沼
田
川
工
業

用
水
道 

基
本
使
用

料
金 

一
日
当
た
り 

六
、

一
〇
〇
円 

使
用
料
金 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り 

八
・
一
円 

備
考 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

（
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 
前 

 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
十 

（
略
） 

（
略
） 

十
一 

分
べ
ん
料 

一
回
二
五
〇
、
〇
〇

〇
円
以
内
で
管
理
者

が
定
め
る
額 

十
二 

母
乳
外
来
利
用
料 

一
回
三
、
五
八
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 
金

額 

一
―
十 

（
略
） 

（
略
） 

十
一 

分
べ
ん
料 

一
回
二
一
〇
、
〇
〇

〇
円
以
内
で
管
理
者

が
定
め
る
額 

十
二 

母
乳
外
来
利
用
料 

一
回
三
、
一
三
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

（
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

銃
砲
刀

剣
類
所

持
等
取 

法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

申
請
手
数
料
（ 

一 

法
第
四
条
第 

一
項
第
一
号
の 

規
定
に
よ
る
猟 

銃
砲
刀

剣
類
所

持
等
取 

法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

申
請
手
数
料
（ 

一 

法
第
四
条
第 

一
項
第
一
号
の 

規
定
に
よ
る
猟 



  
 

締
法
（

昭
和
三

十
三
年

法
律
第

六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

の
申
請
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
に

つ
い
て
所
持
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
当
該
他
の

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の

所
持
の
許
可
に
係
る
も

の
で
な
い
も
の
）
に
対

す
る
審
査 

同
時
申
請
で
な

い
も
の
及
び
同

時
申
請
に
お
い

て
減
額
に
該
当

し
な
い
も
の
） 

銃
又
は
空
気
銃 

の
所
持
の
許
可 

を
現
に
受
け
て 

い
る
者
が
同
号

の
規
定
に
基
づ

く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の

許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合 

 

六
、
八
○
○
円 

締
法
（

昭
和
三

十
三
年

法
律
第

六
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

の
申
請
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
に

つ
い
て
所
持
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
当
該
他
の

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の

所
持
の
許
可
に
係
る
も

の
で
な
い
も
の
）
に
対

す
る
審
査 

同
時
申
請
で
な

い
も
の
及
び
同

時
申
請
に
お
い

て
減
額
に
該
当

し
な
い
も
の
） 

銃
又
は
空
気
銃 

の
所
持
の
許
可 

を
現
に
受
け
て 

い
る
者
が
猟
銃

又
は
空
気
銃
の

所
持
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す

る
場
合 

 

六
、
八
○
○
円 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可

の
申
請
で
あ
っ
て
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
に
つ
い
て
所
持
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
の
当
該
他
の
銃

砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所

持
の
許
可
に
係
る
も
の

に
対
す
る
審
査 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

申
請
手
数
料
（

同
時
申
請
に
お

い
て
減
額
に
該

当
す
る
も
の
） 

一 

法
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃

の
所
持
の
許
可

を
現
に
受
け
て

い
る
者
が
同
号

の
規
定
に
基
づ

く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の

許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合 

 

四
、
三
○
○
円 

法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可

の
申
請
で
あ
っ
て
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
に
つ
い
て
所
持
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
の
当
該
他
の
銃

砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所

持
の
許
可
に
係
る
も
の

に
対
す
る
審
査 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

申
請
手
数
料
（

同
時
申
請
に
お

い
て
減
額
に
該

当
す
る
も
の
） 

一 

法
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃

の
所
持
の
許
可

を
現
に
受
け
て

い
る
者
が
猟
銃

又
は
空
気
銃
の

所
持
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す

る
場
合 

 

四
、
三
○
○
円 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可

証
の
書
換
え 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

証
書
換
え
手
数

料 

 

一
、
六
○
○
円  

法
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
銃
砲
等
又
は

刀
剣
類
の
所
持
の
許
可

証
の
書
換
え 

銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
所
持
許
可

証
書
換
え
手
数

料 

 

一
、
八
○
○
円 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
九
条 

広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
指
定
試
験
機
関
等
へ
の
納
付
） 

第
三
条 

（
略
） 

試

験

等 

指

定

試

験

機

関

等 

（
略
） 

（
略
） 

道
路
交
通
法
第
百
八

条
の
二
第
一
項
第
十

号
に
掲
げ
る
講
習 

（
略
） 

道
路
交
通
法
第
百
八

条
の
二
第
一
項
第
十

四
号
に
掲
げ
る
講
習 

同
法
第
百
八
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
第
三
号
に
定

め
る
要
件
に
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
公
安
委
員

会
が
指
定
す
る
指
定

講
習
機
関 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

（
指
定
試
験
機
関
等
へ
の
納
付
） 

第
三
条 

（
略
） 

試

験

等 

指

定

試

験

機

関

等 

（
略
） 

（
略
） 

道
路
交
通
法
第
百
八

条
の
二
第
一
項
第
十

号
に
掲
げ
る
講
習 

（
略
） 

        

 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

道
路
交 

通
法
（

以
下
こ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

道
路
交 

通
法
（

以
下
こ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
九
十
一
条
又
は
第

九
十
一
条
の
二
第
二
項 

 
 

法
第
九
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
運
転
す
る
こ
と 

 
 



  
 

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 
 

の
規
定
に
よ
り
運
転
す

る
こ
と
が
で
き
る
自
動

車
等
の
種
類
を
限
定
さ

れ
た
者
に
対
す
る
そ
の

限
定
の
全
部
又
は
一
部 

の
解
除
の
審
査 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

が
で
き
る
自
動
車
等
の

種
類
を
限
定
さ
れ
た
者

に
対
す
る
そ
の
限
定
の

全
部
又
は
一
部
の
解
除

の
審
査 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
に
規
定

す
る
認
知
機
能
検
査
等

に
従
事
す
る
者
に
対
す

る
講
習 

 
 

認
知
機
能
検
査

員
講
習
手
数
料 

    
 

一 

講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

が
講
習
科
目
の

い
ず
れ
を
も
免

除
さ
れ
な
い
者

で
あ
る
場
合 

 

一
、
四
五
○
円 

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
に
規
定

す
る
認
知
機
能
検
査
に

従
事
す
る
者
に
対
す
る

講
習 

 
 

認
知
機
能
検
査

員
講
習
手
数
料 

 
   
 

一 

講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

が
講
習
科
目
の

い
ず
れ
を
も
免

除
さ
れ
な
い
者

で
あ
る
場
合 

 

一
、
四
○
○
円 

二 

講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

が
講
習
科
目
の

い
ず
れ
か
を
免

除
さ
れ
る
者
で

あ
る
場
合 

 

一
、
二
○
〇
円 

二 

講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

が
講
習
科
目
の

い
ず
れ
か
を
免

除
さ
れ
る
者
で

あ
る
場
合 

 
 

 

八
○
○
円 

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
若
し
く

は
ロ
、
第
百
一
条
の
四

第
二
項
又
は
第
百
一
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
知
機
能
検
査 

認
知
機
能
検
査

手
数
料 

 

一
、
〇
五
〇
円 

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
、
法
第

百
一
条
の
四
第
二
項
又

は
法
第
百
一
条
の
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認

知
機
能
検
査 

認
知
機
能
検
査

手
数
料 

 
 

 

七
五
〇
円 

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
若
し
く

は
ハ
又
は
第
百
一
条
の

四
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
運
転
技
能
検
査 

運
転
技
能
検
査

手
数
料 

三
、
五
五
〇
円 

 
 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
講
習 

講
習
手
数
料 

一
―
二
十
一 

（

略
） 

 

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
講
習 

講
習
手
数
料 

一
―
二
十
一 

（

略
） 

                        

 
 

二
十
二 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
法
第
七
十

一
条
の
五
第
三

項
に
規
定
す
る

普
通
自
動
車
対

応
免
許
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
「
普
通
自
動

車
対
応
免
許
」

と
い
う
。
）
を

受
け
て
い
る
者 

（
法
第
九
十
七 

条
の
二
第
一
項 

第
三
号
イ
及
び 

ハ
に
掲
げ
る
者 

並
び
に
法
第
百 

一
条
の
四
第
三 

項
の
規
定
の
適 

用
を
受
け
る
者 

を
除
く
。
）
に 

対
す
る
も
の 

六
、
四
五
〇
円  

 
 

二
十
二 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
道
路
交
通

法
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
五
年

総
理
府
令
第
六

十
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
十

八
条
第
十
二
項

第
二
号
の
表
の 

一
の
項
第
一
欄 

又
は
二
の
項
第 

一
欄
に
掲
げ
る 

区
分
に
係
る
も 

の
（
小
型
特
殊 

自
動
車
免
許
の 

み
を
受
け
て
い 

る
者
に
対
す
る 

も
の
を
除
く
。 

 
 

） 五
、
一
○
○
円 

 
 

二
十
三 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
普
通
自
動

車
対
応
免
許
を

受
け
て
い
る
者

（
法
第
九
十
七 

条
の
二
第
一
項  

 
 

二
十
三 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
二

項
第
二
号
の
表

の
一
の
項
第
一 

欄
又
は
二
の
項 



  
 

 
 

 

第
三
号
イ
若
し 

く
は
ハ
に
掲
げ 

る
者
又
は
法
第 

百
一
条
の
四
第 

三
項
の
規
定
の 

適
用
を
受
け
る 

者
に
限
る
。
） 

又
は
第
一
種
運 

転
免
許
若
し
く 

は
第
二
種
運
転 

免
許
で
あ
っ
て 

普
通
自
動
車
対 

応
免
許
以
外
の 

も
の
の
み
を
受 

け
て
い
る
者
に 

対
す
る
も
の 

二
、
九
〇
〇
円  

 
 

第
一
欄
に
掲
げ 

る
区
分
に
係
る 

も
の
（
小
型
特 

殊
自
動
車
免
許 

の
み
を
受
け
て 

い
る
者
に
対
す 

る
も
の
に
限
る
。 

） 二
、
二
五
〇
円 

 
 

 

 
 

二
十
四 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
二

項
第
二
号
の
表

の
三
の
項
第
一

欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
も
の

（
小
型
特
殊
自

動
車
免
許
の
み

を
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

 

七
、
九
五
〇
円 

 
 

 

 
 

二
十
五 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
二

項
第
二
号
の
表

の
三
の
項
第
一

欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
も
の

（
小
型
特
殊
自

動
車
免
許
の
み

を
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
も

の
に
限
る
。
）

四
、
四
五
〇
円 

 
 

 

 
 

二
十
六 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
二

項
第
二
号
の
表

の
四
の
項
第
一

欄
に
掲
げ
る
区 

分
に
係
る
も
の 

（
小
型
特
殊
自 

動
車
免
許
の
み 

を
受
け
て
い
る 

者
に
対
す
る
も 

の
を
除
く
。
） 

 

五
、
八
〇
〇
円 

 
 

 

 

 
 

 

二
十
七 

第
十
二

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
二

項
第
二
号
の
表

の
四
の
項
第
一

欄
に
掲
げ
る
区 



  
 

 
 

 

 

 
 

 

分
に
係
る
も
の 

（
小
型
特
殊
自 

動
車
免
許
の
み 

を
受
け
て
い
る 

者
に
対
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

 

二
、
三
五
〇
円 

 
 

  

二
十
四 

第
十
三

号
に
掲
げ
る
講

習
で
道
路
交
通

法
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
五
年

総
理
府
令
第
六

十
号
）
第
三
十

八
条
第
十
三
項

第
二
号
の
表
第

一
号
下
欄
に
掲

げ
る
講
習
方
法

に
係
る
も
の 

 

九
、
〇
五
〇
円  

  
  

二
十
八 

第
十
三

号
に
掲
げ
る
講

習
で
規
則
第
三

十
八
条
第
十
三

項
第
二
号
の
表

第
一
号
下
欄
に

掲
げ
る
講
習
方

法
に
係
る
も
の 

 

九
、
○
五
○
円 

    

二
十
五 

第
十
三

号
に
掲
げ
る
講

習
で
二
十
四
に

掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の 

一
二
、 五

○
○
円 

二
十
九 

第
十
三

号
に
掲
げ
る
講

習
で
二
十
八
に

掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の 

一
二
、 五

○
○
円 

二
十
六 

第
十
四

号
に
掲
げ
る
講

習 
 
 

講
習
一
時
間

に
つ
き 

 

二
、
二
五
○
円 

     
 

二
十
七 

第
十
五

号
に
掲
げ
る
講

習 

 
 

講
習
一
時
間

に
つ
き 

二
、
○
○
〇
円 

三
十 

第
十
四
号

に
掲
げ
る
講
習 

 
 

講
習
一
時
間

に
つ
き 

二
、
○
○
〇
円 

 

 

法
第
百
八
条
の
三
第
一

項
、
第
百
八
条
の
三
の

二
又
は
第
百
八
条
の
三

の
三
の
規
定
に
よ
る
通

知
（
法
第
百
八
条
の
二

第
一
項
第
十
号
、
第
十

三
号
又
は
第
十
四
号
に

掲
げ
る
講
習
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
対
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
百
八
条
の
三
第
一

項
又
は
法
第
百
八
条
の

三
の
二
の
規
定
に
よ
る

通
知
（
法
第
百
八
条
の

二
第
一
項
第
十
号
又
は

同
項
第
十
三
号
に
掲
げ

る
講
習
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
対
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

令
第
三
十
七
条
の
六
に

規
定
す
る
法
第
百
八
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
講
習 

（
略
） 

（
略
） 

 

令
第
三
十
七
条
の
六
に

規
定
す
る
法
第
百
八
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
講
習 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

令
第
三
十
七
条
の
六
の

二
第
一
号
に
規
定
す
る 

法
第
百
八
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
講
習

の
う
ち
自
動
車
等
の
運

転
に
つ
い
て
必
要
な
技

能
に
係
る
も
の 

チ
ャ
レ
ン
ジ
講

習
手
数
料 

二
、
六
五
〇
円 

 
 

 
 

 

令
第
三
十
七
条
の
六
の

二
第
一
号
に
規
定
す
る

法
第
百
八
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
講
習 

特
定
任
意
高
齢

者
講
習
（
簡
易

）
手
数
料 

講
習
一
時
間
に
つ

き 

一
、
八
○
○
円 



  
 

 
 

 
 

 

の
う
ち
自
動
車
等
の
運

転
に
つ
い
て
必
要
な
適

性
及
び
知
識
に
係
る
も

の 

 
 

附 
則 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定 

令
和
四
年
五
月
一
日 

 

四 

第
九
条
の
規
定 

令
和
四
年
五
月
十
三
日 

 


